
２．現指定管理者の概要【施設所管課記入】

３．施設の概要【施設所管課記入】

利 用 料 金 制

採 用 の 有 無 　■　有　　□　無

利用料金の名称 行為許可利用料

開 館 （ 所 ） 日 駐車場及び有料公園施設について：年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く日

開 館 （ 所 ） 時 間
駐車場及び有料公園施設について
　４月１日～１０月３１日：午前７時　～　午後６時
１１月１日～　３月３１日：午前８時　～　午後５時

指 定 管 理 者 が 行 う
業 務 の 範 囲

（１）公園全体の管理運営業務（管理運営にかかる総務事務等）
（２）行為の許可申請の受付及び許可並びに利用料金の徴収業務
（３）利用管理業務（公園利用にかかる各種サービス業務等）
（４）公園全体の維持管理業務（遊具などの点検や除草等）

設 置 目 的

仙台港工場地帯の公害防止策の一環として整備された緩衝緑地。東地区は芝生
広場、運動広場、及びこれらを取り囲む樹林地であり、緑の中に軽運動、ピクニック
等の場を提供するもの。また、中央地区は野球場、陸上競技場及びテニスコート
等、気軽にスポーツできる場を提供するもの。

施 設 の 内 容

敷 地 面 積 約251, 000㎡（東地区：約143, 000㎡・中央地区：約108, 000㎡）

構 造 都市公園（緩衝緑地）

内 容
東地区：広場・休憩施設・便所
中央地区：野球場・陸上競技場（サッカー場・ラグビー場）・テニ
スコート（バレーボール場）・管理施設・更衣室・便所

所 在 地 多賀城市大代、宮城郡七ヶ浜町湊浜

設 置 年 月 昭和５１年 ４月

根 拠 条 例 等 県立都市公園条例

指 定 期 間 　令和　３年　４月　１日　～　令和　８年　３月３１日　（５か年）

募 集 方 法 　■　公募　　□　非公募

施 設 の 名 称 仙台港多賀城地区緩衝緑地

令和　３年　４月 ～ 令和　８年　３月 指定管理者 株式会社東北ダイケン

指 定 管 理 者 の 名 称
名  称 株式会社東北ダイケン

所在地 仙台市青葉区一番町３丁目６－１　一番町平和ビル

平成２５年　４月 ～　平成２８年　３月 指定管理者 株式会社東北ダイケン

平成２８年　４月　～ 令和　３年　３月 指定管理者 株式会社東北ダイケン

施 設 所 管 部 課 （ 室 ） 土木部都市環境課

１．当該施設の管理形態の推移【施設所管課記入】

期　　　　　             間 管理形態 指定管理者（管理受託者）の名称 摘 要

（様式第１号）

指定管理者制度導入施設の管理運営に関する評価票（評価対象年度：令和５年度）

施 設 の 名 称 仙台港多賀城地区緩衝緑地

指 定 管 理 者 の 名 称 株式会社東北ダイケン



４．施設利用実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 開館（所）日数及び利用者数

日 日 日

人 人 人

 (2) 延べ利用者数の内訳

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

５．管理運営収支実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 収入

 (2) 支出

 (3) 収支

収    支  (ｃ)=(ａ)-(ｂ) 910 746 578 63.5% 77.5%

自主事業支出 0 52 51 98.1%

　※　自主事業

自主事業収入 910 798 629 69.1% 78.8%

次期繰越収支差額 0 -2,318 -93 4.0%

前期繰越収支差額 0 -917 -1,401 152.8%

収    支  (ｃ)=(ａ)-(ｂ) -910 -1,401 1,308 -143.7% -93.4%

支 出 計　(ｂ) 30,900 31,542 29,136 94.3% 92.4%

その他

事業運営費

施設管理費 16,500 17,871 14,629 88.7% 81.9%

人件費 14,400 13,671 14,507 100.7% 106.1%

収 入 計　(ａ) 29,990 30,141 30,444 101.5% 101.0%

その他 238 220

利用料金収入 990 1,153 1,224 123.6% 106.2%

県指定管理料 29,000 28,750 29,000 100.0% 100.9%

（単位：千円、％）

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（令和5年度）

(A)

前　年　度
（令和4年度）

(B)

評価対象年度
（令和5年度）

(C)

合　　　　計 165,000 164,078 167,062 101.2% 101.8%

有料施設利用者 15,000 14,039 15,258 101.7% 108.7%

一般来園者 150,000 150,039 151,804 101.2% 101.2%

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（令和5年度）

(A)

前　年　度
（令和4年度）

(B)

評価対象年度
（令和5年度）

(C)

100.0% 100.0%

延べ利用者数 170,000 164,078 167,062 98.3% 101.8%

評価対象年度
（令和5年度）

(A)

前　年　度
（令和4年度）

(B)

評価対象年度
（令和5年度）

(C)

開館（所）日数 365 365 365

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)



６．評価対象年度（令和５年度）の管理運営評価【指定管理者・施設所管課記入】

評
価

評
価

⑥利用者の苦情，
　 要望等の把握
   とその反映

要望は野球場のダッグアウト浸水、
バックネットの老朽化、２番トイレの老朽
化、全トイレにウォッシュレット設置など
施設的な要望が多いです。
苦情では東地区の近隣住民Mさんから
の高木伐採要望があり、高木剪定処
理を実施、また、付近の芝刈り、下水
溝の泥除去なども実施したことで、苦
情は収束した。

適切に対応処理できた。 Ａ

　指定管理者にて対応可能な苦情、
要望については適切に対応しているも
のと認められる。
　今後も、必要に応じて仙台土木事務
所や都市環境課と情報共有を図りな
がら対応していただきたい。

A

⑤利用者サービス
　 の向上

①日々、公園を利用している近隣住
民からの高木剪定に関する要望に関し
て、即座に現場状況を確認して伐採
及び剪定を実施。
②トイレの美観維持の為、清掃回数を
増やして管理。
③ＨＰにて公園内のお知らせ等を随時
発信して、有料施設の予約率アップに
貢献できた。
④園内ベンチの改修工事を実施、利
用者から大変喜ばれました。
⑥職員更衣室にベビーベッドなど設
置、授乳室として活用した。

花壇の増設、野球用カウントボードの
無料貸し出し、近隣スポーツ団体への
パンフレット配布等、事業計画書は概
ね実施できた。

Ａ

　利用者のニーズに応じた取組を実施
し、成果をあげたものと評価できる。
　幅広い年齢層に対応できるよう、さら
なる利用者サービスの向上に向けて、
引き続き取組を検討・実施していただ
きたい。

A

④自主事業の実
施

①自主事業として第10回グラウンドゴ
ルフ大会を開催した。

グラウンドゴルフ大会は第10回になり、
参加者に大変好評でした。
　 Ａ

　好評の自主事業については、今後も
よりよい形で継続できるよう工夫した上
で実施していただきたい。
　また、さらなる利用者サービスの向上
に向けて、新たな取組を検討・実施し
ていただきたい。

A

③運営業務（ソフト
　 事業等）の実施

①日々の来園者状況調査や業務報告
等、又、総務・経理業務の経営マネジ
メント、広報活動による利用案内、自
主事業実施による利用促進を行い、
県民へのサービス向上と管理経費削
減を図った。
②有料施設の施設利用許可、申請の
受付、料金徴収業務を実施した。
③行為の許可申請の受付、及び許
可、料金徴収業務を実施した。
④パンフレット設置配布やホームペー
ジにより情報を提供し広報活動を行っ
た。
⑤業務の実施状況について月次報
告・四半期報告・アンケート集計結果
報告を定められた頻度で期限を守り提
出した。又、写真を添付する事で視覚
的に分かり易い報告書作りに努めた。

有料施設の利用料収入は前年比
96％となった。
行為の許可にあたり公園の許可基準
及び関係法令を遵守して適切に処理
した。

A

　概ね事業計画に沿った適切な運営
が行われたものと認められる。
　引き続き積極的な広報活動等を行
い、公園の利用促進に努めていただき
たい。

A

A

②施設・設備の維
持管理業務の実
施

①園内の施設を適正且つ良好な状態
で管理する為、予防保全、事後保全、
臨時保全を適切に行い公園利用者が
安心して利用できる施設の提供に努め
た。
②緑地管理においては園内の生態的
特徴を理解し、適切な時期・方法を選
び管理を行った。園内をゾーン別に区
分し進捗管理を行い、事業計画に基
づき実施、公園利用者が気軽に散策
できる場を提供する事に努めた。

施設の適切及び効率的な維持管理を
行い、利便性向上及び美観向上に寄
与した。又、タイヤの不法投棄が発生
したがバリケード設置などで対応した。
事業計画書以上の緑地管理（草刈
等）を行い公園の美観を維持すること
ができた。暴風警報による倒木が発生
したが枯れ木等の早期伐採にて対処
した。

S

施設の保全業務が徹底されており、適
切な維持管理がなされたものと認めら
れる。
　また、事業計画以上の緑地管理が
行われ、公園の効用・美観が維持され
たことは高く評価できる。

S

正規8人 非正規0人

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】
県の評価

【施設所管課記入】

①管理運営体制

①基本協定書、仕様書、事業計画書
に基づき、施設の効率的な管理を実
施する為、管理事務所に所長１名とス
タッフ５名を配置。本社には担当スタッ
フ１名と統括責任者１名を配置し適正
な管理体制を図った。
②毎月、担当デスクが巡回時に作業
予定確認、作業実施内容確認、個人
情報管理や安全管理、環境管理につ
いて指導教育を実施。

適正な体制で管理運営を行った結果
施設の設置目的を達成できた。又、従
事者は公の施設であることを自覚し、
県の代行者として利用者への対応、態
度については十分に注意を払い従事し
た。

A

　　概ね事業計画書に沿った形で管理
運営体制が構築されていたものと評価
できる。
　また、毎月の巡回教育等について、
高頻度で実施されており、円滑な管理
運営が行われているものと認められ
る。

人員体制



評
価

評
価

総　合　評　価

指定管理者として11年目の事業年度
であり、効率的、効果的に管理する事
により管理レベルを維持することができ
た。来園者数は前年並みであるが、今
後も施設の設置目的を果たすべく、県
の代行者として県民及び地域住民へ
のサービス向上と利用者数の拡大に
尽力します。

Ａ

　事業計画書に即した、適切な公園管
理が行なわれたものと評価できる。
　長年の経験を生かし、引き続き公園
のさらなる魅力向上及び利用促進に
努めていただきたい。

A

⑫その他の取組
①環境配慮の取組
②ふれあいサポーター（仙塩東リトル
シニア様との植樹会）

環境配慮の取組等として、管理事務
所内の冷暖房温度や照明の適正管理
を行った。又、廃棄物の分別を徹底し
適正処理を行った。

Ａ

　環境に配慮した自販機やコピー機の
利用など環境配慮の取組が認められ
るとともに、地域との連携について、適
切に実施されていると評価できる。

A

⑪収支実績 上記「５．管理運営収支実績」のとおり

施設管理費はグランド整備が通常の
職員整備にて利用できる状態と判断、
次年度に持ち越した。
修繕費は、老朽化しており予算比
305％となった。

A

　施設の老朽化が進んでおり、修繕費
がかさんでいるが、指定管理者で積極
的に対応いただいたことは高く評価で
きる。

S

⑩利用実績 上記「４．施設利用実績」のとおり 来園者数は前年比100%でした。 A

　利用者数が前年度と同程度で推移
している。
　引き続き公園の更なる利用促進に努
められたい。

A

⑨個人情報の保
護

①個人情報保護規定に則り、個人情
報の取り扱いを行った。

適切に管理し個人情報の漏洩は発生
しなかった。

A
　定められた個人情報保護規定に基
づいた適切な情報管理が行われたと
認められる。

A

⑧県民の平等利
用

①利用者の公平・平等な利用の確保
に努め、利用者からの問合せ等に対し
ては誠意を持って対応した。

公平・平等な利用の確保に努めた結
果、利用者からの公平性に係る苦情
等は発生しなかった。

A 　適切に実施されたものと認められる。 A

⑦安全対策

①施設の巡回点検を職員が毎日２回
実施し、危険の予測される箇所の改
善・回避に迅速に対応するよう努め
た。
②国土交通省からの事故通達におけ
る倒木危険樹木においては、確認後、
園路沿いの危険樹木伐採を徹底して
実施。
③経年による歩道亀裂、陥没などは早
期に安全確保、カラーコーンでの養生
を実施。

巡回により施設の破損箇所を早期に
発見し事故を未然に防ぐ事ができた。
枯れ木の伐採処理を早めに実施する
ことで来園者への被害拡大を抑止でき
た。

S

定期的な巡回点検などを実施し、適
切な安全対策がとられていたものと認
められる。
危険予測箇所や破損箇所等への早期
対応がなされていることも評価できる。
引き続き利用者の安全確保に努めて
いただきたい。

A

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】
県の評価

【施設所管課記入】



　　　【指定管理者が行う自己評価の基準（目安）】

　

　　　【県が行う評価の基準（目安）】

　

７．施設管理運営の課題等【指定管理者・施設所管課記入】

項　　　　目
指定管理者

【指定管理者記入】
県

【施設所管課記入】

管理運営の課題等

公園内の自然災害による倒木は毎年大幅に減少している
が、国土交通省通達による国内倒木事故は毎年発生して
おり、今後も事故防止に重点を置いた園内樹木管理を徹
底していく。利用者に不便をかけない施設補修を迅速に県
都市環境課と実施していく。

緩衝緑地という特性上、倒木対策を含めた樹木管理が肝
要であるため、引き続き点検を徹底し、事故の予防に努め
ていただきたい。
　また、改修等が必要なものについては、都市環境課及び
仙台土木事務所と情報を共有していただき、今後の公園
内の管理について検討を進めていくとともに、突発的に発
生する問題にはその都度対処するよう努めていただきた
い。

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり，適正な管理運営が行われた。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり，さらなる工夫・改善が必要である。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われたとは認められず，大いに改善努力が必要である。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われなかった。大いに改善努力が必要である。

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり，優れた管理運営が行われた。

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり，優れた管理運営を行った。

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり，適正な管理運営を行った。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり，さらなる工夫・改善が必要である。

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方


